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東石山中学校区吹奏楽クラブ 内規  

 

 

第１章  内規制定の趣旨 

第１条 東石山中学校区地域クラブ規約（以下、「クラブ規約」という）に基づき、本クラブ内 

規を制定する。 

 

第２章  総 則 

第２条 本内規は、本クラブに所属する生徒、保護者及び指導者に対して適用する。 

第３条 本内規は、以下の内容について定めることとする。 

１ 保護者会 

２ クラブ代表等の役員 

３ クラブの活動 

４ スポーツ傷害保険及び賠償任保険の加入 

５ クラブ活動実施時の保護者当番 

６ クラブ活動の会計 

７ クラブの指導者 

８ その他（個人情報の管理等） 

第４条 本内規は、前条に示す内容を定めることにより、本クラブの活動が円滑に行われること 

を目的として制定する。 

 

 

第３章  保護者会議 

第５条 本クラブは、クラブ保護者会議（以下、「保護者会議」と言う）を実施し、第３条に示 

す内容について協議し、決定することとする。 

 

 

第４章  役 員 

第６条 本クラブには以下の役員をおき、保護者の中から選出することとする。 

１ 代 表：１名 

２ 副代表：１名～ 

３ 会 計：１名～ 

４ 会計監査：２名 

５ 学年代表：各学年１名（他の職と兼務でも可） 

第７条 前条に示す役員の任期は１年とし、当該年度の５月または６月の保護者会議から、翌年 

の同会議までとする。なお、再任は妨げないものとする。 
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第５章  活 動 

第８条 本クラブは、クラブ規約第２０条の規定による「活動計画表」に基づいて実施すること 

とする。 

第９条 東石山中学校の生徒のみで出場メンバーを構成して大会に参加する等の場合、対外的に 

は「東石山中学校吹奏楽部」として活動し、楽器や用具についても東石山中のものを  

使用できる。 

第１０条 活動場所の管理・施錠及び対外試合会場等までの送迎等は、保護者が責任を負う。 

 

 

第６章  スポーツ傷害保険及び賠償責任保険の加入 

第１１条 生徒及びクラブ指導者は、スポーツ傷害保険及び賠償責任保険に加入する。なお、保 

     護者は任意とする。 

 

第７章  活動実施時の保護者当番 

第１２条 クラブ活動を実施する場合、原則として保護者２名以上による見守りを行う。ただ 

し、クラブ指導者（教員を含む）がいる場合は、保護者１名でも活動可とする。 

第１３条 保護者の見守り当番については、正副代表が作成する。割当てとなった保護者は、そ 

れに基づいて当番の活動を行う。 

第１４条 見守り当番の具体的な内容は別に定める。 

 

 

第８章  会 計 

第１５条 本クラブの会計年度は、当該年度３月までとする。 

第１６条 本クラブの運営にあたっては、経費、団体への加入登録費及び指導者謝金等を勘案 

し、年間にかかる経費を算出し、それを基にクラブ活動費（会費）を徴収し、すべて 

の経費をここから支出する。 

第１７条 クラブ指導者への謝金は、クラブ保護者会の代表者会で協議して定めた金額を基本と 

する。 

（指導者１名への報酬費） 半日活動の場合 3,200円 

※ 時給はスポーツ庁の単価基準 1,600円とする。部活動手当（教員特殊業務手当）

の基準（2時間以上 3時間未満 1,800円、3時間以上 2,700円）を鑑みて、半日活

動（2時間扱い）は 3,200円、一日活動（4時間扱い）は 6,400円とする。 

 

第１８条 クラブ活動費用は、銀行振込によって、一括または分割で納入する。 

第１９条 必要に応じて経費を臨時で徴収する場合がある。その際の金額及び納入方法は役員会 

の協議によって決定する。 
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第２０条 生徒が途中で退会した場合、４期で区切り返金する。また、途中で休部をする場合、 

保護者から申し出があり、月初めからひと月休んだ場合は、その休部した月分の部費 

を返金する。 

第２１条 会費の徴収・執行にかかわる事務は、会計が担当することとする。また、臨時に発生 

するクラブ運営費については役員の協議によって決定される。 

第２２条 会計報告は、会計監査を経た上で３月に報告を行う。 

第２３条 クラブ会費が余った場合は、返金をせず、翌年度に繰り越す。 

 

第９章   指導者 

第２４条 クラブ指導者を依頼する場合、第５条に規定する保護者会議にて指導者を選出し、校 

     長に報告する。 

第２５条 クラブ指導者は、次のことを遵守しなければならない。 

・ クラブ保護者会の運営方針及び生徒の活動目標を理解し、それを踏まえて指導 

すること。 

・ 新潟市部活動ガイドラインを遵守すること。 

・ 生徒の人権に配慮し、乱暴な言動は厳に慎むこと。 

 

 

第１０章  その他 

第２６条 本クラブ保護者会において知り得た個人情報は、会の運営に必要最小限の共有を認め 

     るものとする。なお、それ以外の目的での使用を行わないとともに、情報の流出に留 

意して管理する。 

第２７条 第１条にあるように、本内規はクラブ規約に基づくことから、万一、本内規が定める 

内容とクラブ規約の内容に矛盾が生じた場合は、協議する。 

第２８条 本内規の改正は、役員会（会計監査を除く）の協議において改正案を作成し、それを 

保護者会議で承認した場合に行われることとする。 

 

（付則） 本内規は令和６年 6月１日より施行する。 

 

 

 

 

 


